
（様式１）

所管課名 水大気環境課 整理番号 1-4

許認可等の種類

根拠法令条例等・
条項

許認可等の概要

審査基準
（未設定の場合は
その理由）

基準の制定根拠

標準処理期間
（未設定の場合は
その理由）

期間の制定根拠

ー

34日

期間制定年月日　平成６年10月１日

行政手続法・行政手続条例適用の申請に対する処分に係る審査基準と標準処理期間

水道事業の供給条件の変更の認可

水道法　第14条第６項

水道事業の供給条件の変更の認可

未設定（法令等の規定において言い尽くされているため）

【参考】水道法第14条第２項  水道法施行規則第12条、第12条の２、第12条の３、第12条
の４

水道法
第14条 　水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件につ
   いて、供給規程を定めなければならない。
２ 　前項の供給規程は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
   １ 　料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであるこ
      と。
   ２ 　料金が、定率又は定額をもつて明確に定められていること。
   ３ 　水道事業者及び水道の需要者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の
      負担区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること。
   ４ 　特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
   ５ 　貯水槽水道（水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道
      事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号
      において同じ。）が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び
      当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められているこ
      と。

水道法施行規則
第12条、第12条の２、第12条の３、第12条の４　(略）


